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は
じ
め
に

　

大
足
彦
忍
代
別
天
皇
（
景
行
天
皇
）
は
垂
仁
天
皇
の
第
三
子
で
あ
り
、

崇
神
・
垂
仁
・
景
行
の
王
宮
は
、
記
紀
と
も
に
三
輪
山
周
辺
の
磯
城
・
纏

向
に
お
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。大
和
盆
地
を
拠
点
と
し
た
畿
内
勢
力
が
、

日
本
列
島
に
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
を
叙
述
す
る
の
が
、『
日
本
書
紀
』
の

な
か
で
の
景
行
紀
の
位
置
づ
け
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
景
行
天
皇

の
母
で
あ
る
日
葉
洲
媛
命
は
丹
波
に
派
遣
さ
れ
た
丹
波
道
主
命
の
女
と
さ

れ
、『
日
本
書
紀
』
が
描
く
倭
王
権
の
発
達
史
の
な
か
で
、
景
行
紀
は
四

景
行
紀
の
二
人
の
皇
后

─
婚
姻
伝
承
か
ら
み
た
国
内
統
合
─

遠
藤
慶
太

道
将
軍
の
派
遣
に
続
く
次
の
段
階
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
が
、
景
行
天
皇
の
皇
后
の
出
自
や
景
行
自

身
の
動
向
で
あ
る
。
ま
ず
動
向
に
つ
い
て
概
略
を
ま
と
め
る
と
、
景
行
は

即
位
後
に
美
濃
に
赴
き
、
そ
こ
か
ら
帰
っ
て
纏
向
の
日
代
宮
を
都
と
し
た

（
景
行
天
皇
四
年
十
一
月
）。そ
の
後
も
九
州（
景
行
天
皇
十
二
～
十
九
年
）、

東
国
（
景
行
天
皇
五
十
四
年
）
を
巡
幸
し
て
、
近
江
の
志
賀
の
高
穴
穂
宮

で
崩
じ
た
（
景
行
天
皇
六
十
年
十
一
月
）。

　

な
に
よ
り
景
行
紀
の
な
か
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
が
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
（
日
本
武
尊
・
倭
建
命
）
の
東
西
へ
の
派
遣
で
あ
る
。
そ
れ
は

五
世
紀
の
倭
王
武
の
上
表
文
で
、
武
の
祖
禰
が
東
の
五
十
五
国
、
西
の
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六
十
六
国
を
征
服
し
た
と
回
顧
す
る
列
島
統
合
の
過
程
と
重
な
っ
て
映

り
、
王
族
将
軍
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
研
究
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た（

１
）。

　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
に
つ
い
て
の
研
究
の
多
く
は
、『
古
事
記
』
に
比

重
を
置
い
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
戦
後
の
歴
史
学
で
は
、

日
本
古
代
の
〈
英
雄
時
代
〉
を
構
想
し
た
石
母
田
正
が
記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
像
を
比
較
し
、『
古
事
記
』
が
表
現
す
る
「
叙
事
詩
的
精
神
」
を
高

く
評
価
し
た
。
逆
に
漢
籍
に
よ
る
修
辞
で
整
え
ら
れ
、
皇
命
に
従
順
な
将

軍
と
し
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
描
く
『
日
本
書
紀
』
へ
の
評
価
は
き
わ
め
て

低
い（
２
）。

こ
れ
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
歴
史
・
文
学
を
問
わ
ず
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
伝
承
の
研
究
で
基
調
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る（
３
）。
ま
た
伝
承
の
形
成

と
し
て
は
、『
古
事
記
』
の
物
語
が
原
型
に
近
い
も
の
で
、『
日
本
書
紀
』

は
漢
籍
に
よ
る
修
飾
を
加
え
て
一
定
の
立
場
か
ら
書
き
整
え
て
い
る
と
み

る
意
見
が
大
半
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
焼
津
の
説
話
を
め
ぐ
る
『
古
事
記
』
の
「
新
し
さ
」

の
指
摘
や
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
征
西
伝
承
は
本
来
は
景
行
天
皇
の
事
績
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
す
る
考
察
に
接
す
る
と（
４
）、

編
纂
物
で
あ
る
記
紀

の
新
旧
を
単
純
に
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
り
わ
け
公
的
な
歴

史
書
と
し
て
の
位
置
づ
け
や
素
材
資
料
の
多
様
性
か
ら
み
る
と
き
、
や
は

り
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
こ
で
当
稿
で
は
『
日
本

書
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
父
で
あ
る
景
行
天
皇
の

婚
姻
記
事
、
特
に
皇
后
と
し
て
記
さ
れ
た
播
磨
稲
日
大
郎
女
姫
・
八
坂
入

媛
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
求
婚
の
物
語
を
検
討
す
る
。

　

こ
こ
で
播
磨
や
美
濃
な
ど
畿
外
を
舞
台
と
し
た
二
人
の
皇
后
の
物
語
を

採
り
あ
げ
る
理
由
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
よ
る
国
内
平
定
の
物
語
が
景
行

天
皇
の
巡
幸
伝
承
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
と
み
た
意
見
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
津
田
左
右
吉
は
『
日
本
書
紀
』
で
の
景
行
天
皇
の
東
国
巡
幸
の

物
語
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
を
二
重
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
熊
襲
征

討
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
九
州
巡
幸
の
物
語
が
後
か
ら
加
え
ら
れ

た
と
理
解
し
た（
５
）。

津
田
の
理
解
は
伝
承
形
成
の
先
後
関
係
を
述
べ
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
像
の
述
作
に
関
心
が
あ
る
が
、
こ
の
理
解
は
父
子
で
の
巡
幸
・

征
討
が
景
行
紀
の
な
か
で
同
じ
機
能
を
も
つ
こ
と
考
え
る
糸
口
で
も
あ

る
。
景
行
天
皇
が
地
方
に
赴
き
、
そ
の
地
の
女
性
に
求
婚
し
た
記
事
は
、

『
日
本
書
紀
』
が
叙
述
す
る
国
内
統
合
の
過
程
の
な
か
で
、
深
い
意
味
を

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
景
行
天
皇
の
皇
后
を
め
ぐ
る
ふ
た
つ
の
婚
姻
譚
か
ら
、
景
行

紀
に
記
さ
れ
た
倭
王
権
に
よ
る
国
内
統
合
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

一
、
播
磨
稲
日
大
郎
姫
（
稲
日
稚
郎
女
）
と
播
磨
の
南
毗
都
麻

　

景
行
天
皇
は
記
紀
と
も
に
男
女
合
わ
せ
て
八
十
子
も
の
子
女
を
設
け
、
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そ
の
う
ち
男
子
三
人
を
除
い
て
他
は
諸
国
に
分
封
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
「
日
本
武
尊
と
稚
足
彦
天
皇
と
五
百
城
入
彦
皇

子
と
を
除
き
て
の
外
、
七
十
余
子
は
、
皆
国
郡
に
封
さ
せ
て
、
各
其
の
国

に
如
か
し
む
。
故
、
今
の
時
に
当
り
て
、
諸
国
の
別
と
謂
へ
る
は
、
即
ち

其
の
別
王
の
苗
裔
な
り
」（
景
行
天
皇
四
年
二
月
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
諸

国
の
「
別
」
の
始
祖
起
源
で
あ
り
、
地
方
豪
族
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
景
行

天
皇
が
系
譜
上
の
結
節
と
さ
れ
て
い
る
。

　

当
然
、
景
行
の
后
妃
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
皇
后
と
し
て
記
さ
れ
る
の

は
播
磨
稲
日
大
郎
姫
（
稲
日
稚
郎
女
）・
八
坂
入
媛
命
の
二
人
で
あ
る
。

二
人
の
皇
后
は
風
土
記
・『
日
本
書
紀
』
に
妻
問
い
の
物
語
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
四
～
五
世
紀
代
の
倭
王
権
に
と
っ
て
の
境
界
に
あ
た
る
播
磨
・

美
濃
の
出
身
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
内
平
定
の
物
語
の
な
か
で
も
注
目
す
べ

き
要
素
で
あ
る
。

　

最
初
の
皇
后
・
播
磨
稲
日
大
郎
姫
に
つ
い
て
は
、
景
行
紀
で
は
立
后
と

所
生
子
、
薨
去
の
記
事
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
日
本
書
紀
〕
景
行
天
皇
二
年
三
月

二
年
春
三
月
丙
寅
朔
戊
辰
、
立
二

播
磨
稲
日
大
郎
姫
一

〔
一
云
、
稲
日

稚
郎
姫
。
郎
姫
、
此
云
二

異
羅
莬
咩
一

〕、
為
二

皇
后
一

。
后
生
二

二
男
一

。

第
一
曰
二

大
碓
皇
子
一

。
第
二
曰
二

小
碓
尊
二

〔
一
書
云
、
皇
后
生
二

三

男
一

。
其
第
三
曰
二

稚
倭
根
子
皇
子
一

〕。
其
大
碓
皇
子
・
小
碓
尊
、
一

日
同
皰
而
雙
生
。
天
皇
異
之
、
則
誥
二

於
碓
一

。
故
因
号
二

其
二
王
一

、

曰
二

大
碓
・
小
碓
一

也
。
是
小
碓
尊
、
亦
名
日
本
童
男
〔
童
男
、
此

云
二

烏
具
奈
一

〕。
亦
曰
二

日
本
武
尊
一

。
幼
有
二

雄
略
之
気
一

。
及
レ

壮
容

貌
魁
偉
。
身
長
一
丈
、
力
能
扛
レ

鼎
焉
。

〔
日
本
書
紀
〕
景
行
天
皇
五
十
二
年
五
月
・
七
月

五
十
二
年
夏
五
月
甲
辰
朔
丁
未
、
皇
后
播
磨
太
郎
姫
薨
。
秋
七
月
癸

卯
朔
己
酉
、
立
二

八
坂
入
媛
命
一

為
二

皇
后
一

。

　

播
磨
稲
日
大
郎
姫
の
名
前
や
所
生
子
に
異
伝
の
あ
る
こ
と
は
分
註
で
示

さ
れ
て
お
り
、
帝
紀
（
日
継
）
の
な
か
に
複
数
の
所
伝
が
あ
っ
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。
所
生
子
の
う
ち
で
小
碓
尊
に
つ
い
て
記
述
が
多
く
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
の
物
語
は
こ
こ
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
播
磨
稲
日
大
郎
姫
の
出
自
に
つ
い
て
は
明
記
が
な
く
、
そ
れ

は
現
行
の『
日
本
書
紀
』の
外
部
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
古
事
記
』

中
巻
・
景
行
天
皇
段
で
は
「
此
の
天
皇
、
吉
備
臣
等
が
祖
、
若
建
吉
備
津

日
子
の
女
、
名
は
針
間
之
伊
那
毗
能
大
郎
女
を
娶
り
て
、
生
み
た
ま
ひ
し

御
子
、
櫛
角
別
王
。
次
に
大
碓
命
。
次
に
小
碓
命
、
亦
の
名
は
倭
男
具
那

命
。
次
に
倭
根
子
命
。
次
に
神
櫛
王
〔
五
柱
〕」
と
あ
る
。
孝
霊
天
皇
皇

子
で
吉
備
下
道
臣
・
笠
臣
の
祖
と
さ
れ
る
人
物
を
父
に
も
つ
女
性
が
景
行
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景行天皇の后妃・子女

后妃 子女

播磨稲日大郎姫 大碓皇子 （身毛津君・守君の始祖）
小碓尊【日本武尊】

〔稚倭根子皇子、一書〕

景行天皇二年三月

八坂入媛 稚足彦天皇【成務天皇】
五百城入彦皇子
忍之別皇子
稚倭根子皇子
大酢別皇子
渟熨斗皇女
渟名城皇女
五百城入姫皇女
麛依姫皇女
五十狭城入彦皇子
吉備兄彦皇子
高城入姫皇女
弟姫皇女

水歯郎媛 （三尾氏磐城別の妹） 五百野皇女

五十河媛 神櫛皇子 （讃岐国造の始祖）
稲背入彦皇子 （播磨別の始祖）

高田媛 （阿倍氏木事の女） 武国凝別皇子 （伊予国の御村別の始祖）

日向髪長大田根 日向襲津彦皇子 （阿牟君の始祖）

襲武媛 国乳別皇子 （水沼別の始祖）
国背別皇子〔一云、宮道別皇子〕
豊戸別皇子 （火国の別の始祖）

景行天皇四年二月

御刀媛 豊国別皇子 （日向国造の始祖）

景行天皇十三年五月
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の
皇
后
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
古
事
記
』
で
は
伊
那
毗
能
大
郎

女
の
妹
で
あ
る「
伊
那
毗
能
若
郎
女
」も
景
行
の
キ
サ
キ
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
姉
妹
の
異
伝
が
『
日
本
書
紀
』
の
側
で
は
「
一
云
、
稲
日
稚
郎
姫
」

と
の
分
註
で
拾
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
の
播
磨
稲
日
大
郎
姫
の
名
は
、
ハ
リ
マ
（
播
磨
・
針
間
）・
イ

ナ
ビ
（
稲
日
・
印
南
）
と
い
う
広
狭
の
地
名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
地
名
に
関
わ
っ
て
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
と
印
南
郡

の
条
に
、
オ
ホ
タ
ラ
シ
ヒ
コ
（
景
行
天
皇
）
が
「
印
南
別
嬢
」
に
求
婚
す

る
物
語
が
残
さ
れ
て
い
る
。

〔
播
磨
国
風
土
記
〕
賀
古
郡

此
岡
有
二

比
礼
墓
一

。
所
三

以
号
二

褶
墓
一

者
、
昔
大
帯
日
子
命
、
誂
二

印

南
別
嬢
一

之
時
、
御
佩
刀
之
八
咫
剣
之
上
結
尓
八
咫
勾
玉
、
下
結
尓

麻
布
都
鏡
繋
、
賀
毛
郡
山
直
等
始
祖
息
長
命
〔
一
名
、
伊
志
治
〕、

為
レ

媒
、
而
誂
下
行
之
時
、
到
二

摂
津
国
高
瀬
之
済
一

、
請
レ

欲
レ

度
二

此

河
一

。
…
…

遂
到
二

赤
石
郡
廝
御
井
一

、
供
二

進
御
食
一

。
故
曰
二

廝
御
井
一

。
尓
時
、

印
南
別
嬢
、
聞
而
驚
畏
之
、
即
遁
二

度
於
南
毗
都
麻
嶋
一

。
於
レ

是
、

天
皇
乃
到
二

賀
古
松
原
一

、
而
覓
訪
之
。
於
レ

是
、
白
犬
、
向
レ

海
長
吠
。

天
皇
問
云
、「
是
誰
犬
乎
」。
須
受
武
良
首
、
対
曰
「
是
別
嬢
所
レ

養

之
犬
也
」。
天
皇
勅
云
、「
好
告
哉
」。
故
号
二

告
首
一

。

乃
天
皇
、
知
レ

在
二

於
此
少
嶋
一

、
即
欲
レ

度
。
到
二

阿
閇
津
一

、
供
二

進

御
食
一

。
故
号
二

阿
閇
村
一

。
又
捕
二

江
魚
一

、
為
二

御
坏
物
一

。
故
号
二

御

坏
江
一

。
又
乗
レ

舟
之
処
、
以
レ

楉
作
レ

榭
。
故
号
二

榭
津
一

。
遂
度
相
遇
。

勅
云
、「
此
嶋
隠
二

愛
妻
一

」。
仍
号
二

南
毗
都
麻
一

。

　
　

…
…

有
レ

年
別
嬢
薨
二

於
此
宮
一

。即
作
二

墓
於
日
岡
一

、而
葬
之
。挙
二

其
尸
一

、

度
二

印
南
川
一

之
時
、
大
飄
、
自
二

川
下
一

来
、
纏
二

入
其
尸
於
川
中
一

。

求
而
不
レ

得
。
但
得
二

匣
与
一
レ

褶
。
即
以
二

此
二
物
一

、
葬
二

於
其
墓
一

。

故
号
二

褶
墓
一

。
於
レ

是
、
天
皇
恋
悲
誓
云
、「
不
レ

食
二

此
川
之
物
一

」。

由
レ

此
、
其
川
年
魚
、
不
レ

進
二

御
贄
一

。

〔
播
磨
国
風
土
記
〕
印
南
郡　

含
藝
里

郡
南
海
中
有
二

小
嶋
一

、
名
曰
二

南
毗
都
麻
一

。
志
我
高
穴
穂
宮
御
宇
天

皇
御
世
、
遣
二

丸
部
臣
等
始
祖
比
古
汝
茅
一

、
令
レ

定
二

国
堺
一

。
尓
時

吉
備
比
古
・
吉
備
比
売
二
人
、
参
迎
。
於
レ

是
、
比
古
汝
茅
、
娶
二

吉

備
比
売
一

生
児
、
印
南
別
嬢
。
此
女
端
正
、
秀
二

於
当
時
一

。
尓
時
、

大
帯
日
古
天
皇
、
欲
レ

娶
二

此
女
一

、
下
幸
行
之
。
別
娘
聞
之
、
即
遁
二

度
件
嶋
一

、
隠
居
之
。
故
曰
二

南
毗
都
麻
一

。

　
「
端き

ら
き
ら正
し
き
こ
と
、
当
時
に
秀
れ
た
り
」
と
形
容
さ
れ
た
現
地
の
女
性
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を　

景
行
天
皇
が
妻
問
う
物
語
は
、
賀
古
郡
・
印
南
郡
そ
れ
ぞ
れ
で
採
録

さ
れ
て
お
り
、
景
行
天
皇
が
播
磨
の
印
南
ま
で
求
婚
に
赴
い
た
こ
と
は
一

致
す
る
。
賀
古
郡
の
条
で
は
、
や
が
て
当
地
で
薨
じ
た
別
嬢
の
墓
（
褶
墓
・

比
礼
墓
）
が
日
岡
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
に
も
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

現
在
、播
磨
稲
日
大
郎
姫
の
日
岡
陵
と
し
て
治
定
さ
れ
て
い
る
古
墳（
日

岡
山
１
号
墳
・
ひ
れ
墓
古
墳
）
は
墳
長
八
〇
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
、
四
世

紀
の
築
造
と
編
年
さ
れ
、
加
古
川
を
見
下
ろ
す
丘
陵
部
に
立
地
す
る（
６
）。
こ

の
古
墳
は
近
世
の
『
地
志
播
磨
鑑
』（
宝
暦
十
二
年
序
）
で
は
「
金
色
塚
」

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
明
治
期
に
な
っ
て
姫
路
出
身
の
国
学
者
・
庭
山

武
正
（
一
八
四
三
─
一
九
一
八
）
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
を
も
と
に
褶
墓

で
あ
る
と
考
定
し
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
）
四
月
に
治
定
さ
れ

た（
７
）。日
岡
山
古
墳
は
播
磨
の
地
域
史
の
な
か
で
顕
彰
さ
れ
た
史
蹟
で
あ
る
。

　

南
毗
都
麻
の
伝
承
そ
の
も
の
を
検
討
し
た
研
究
か
ら
は
、
印
南
別
嬢
の

物
語
は
褶
墓
の
地
名
起
源
譚
を
も
と
に
、
地
名
が
列
挙
さ
れ
る
一
連
の
伝

承
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る（
８
）。
た
し
か
に
大
王
（
天
皇
）
が
現
地
勢

力
の
女
性
と
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
を
主
題
に
、
天
皇
に
対
す
る
御
食
の
供
進

が
地
名
由
来
と
な
っ
て
お
り
（
厮
御
井
・
阿
閇
村
・
御
坏
江
・
酒
屋
村
・

贄
田
村
）、
個
々
の
説
話
で
は
服
属
儀
礼
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
要
素
が

そ
ろ
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
、
景
行
天
皇
の
九
州
巡
幸
で
の
婚
姻
と
系
譜

記
事
で
あ
る
。

〔
日
本
書
紀
〕
景
行
天
皇
十
三
年
五
月

十
三
年
夏
五
月
、
悉
平
二

襲
国
一

。
因
以
居
二

於
高
屋
宮
一

、
已
六
年
也
。

於
レ

是
、其
国
有
二

佳
人
一

。曰
二

御
刀
媛
一〔
御
刀
、此
云
二

弥
波
迦
志
一

〕、

則
召
為
レ

妃
。
生
二

豊
国
別
皇
子
一

。
是
日
向
国
造
之
始
祖
也
。

　

こ
の
記
事
は
風
土
記
と
比
べ
て
簡
潔
な
た
め
、
か
え
っ
て
景
行
紀
の
特

徴
を
把
握
し
や
す
い
。
倭
王
権
に
よ
る
地
方
（
襲
国
）
の
平
定
が
現
地
勢

力
の
「
佳
か
ほ
よ
き
を
み
な
人
」（
御
刀
媛
）
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
、
二
人
の
間

に
生
ま
れ
た
子
が
地
域
首
長
（
日
向
国
造
）
の
始
祖
と
な
る（
９
）。

畿
外
の
女

性
で
あ
る
印
南
別
嬢
（
播
磨
稲
日
大
郎
女
）
が
景
行
天
皇
の
キ
サ
キ
と
な

る
物
語
も
、
そ
れ
が
中
央
で
ま
と
め
ら
れ
た
、
も
し
く
は
中
央
に
進
め
ら

れ
た
文
献
に
掲
載
さ
れ
た
時
点
で
、
地
域
平
定
の
文
脈
の
な
か
で
位
置
づ

け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

印
南
別
嬢
に
関
わ
る
こ
れ
ら
風
土
記
の
地
名
の
な
か
で
は
、
印
南
別
嬢

の
葬
列
が
「
印
南
川
」
を
渡
っ
て
「
日
岡
」
の
墓
に
向
か
お
う
と
し
て
い

る
。
ま
た
丸
部
臣
等
の
始
祖
に
あ
た
る
比
古
汝
が
印
南
郡
の
地
に
派
遣
さ

れ
て
「
国
の
堺
」
を
定
め
、
そ
の
と
き
に
吉
備
比
古
・
吉
備
比
売
が
迎
え

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
所
伝
は
后
妃
の
名
で
も
あ
る
播
磨
の
印
南
地
域
の
特
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質
を
理
解
す
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
。

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
で
の
印
南
別
嬢
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
は
、
進
出
し

た
倭
王
権
と
地
域
勢
力
と
の
政
治
関
係
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
み
て
、
南

毗
都
麻
の
伝
承
を
播
磨
東
部
（
東
播
）
の
地
域
史
の
な
か
で
位
置
付
け
る

研
究
が
公
表
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
が
と
も
に
注
視
す
る
の

が
、
播
磨
で
の
吉
備
勢
力
の
役
割
で
あ
る
。

　

大
和
盆
地
に
発
祥
し
た
倭
王
権
が
、
の
ち
に
「
畿
内
」
と
よ
ば
れ
る
範

囲
を
越
え
て
東
西
に
拡
大
す
る
に
あ
た
っ
て
、
西
方
で
存
在
し
た
地
域
勢

力
が
吉
備
集
団
で
あ
っ
た
。「
印
南
川
」
す
な
わ
ち
加
古
川
ま
で
吉
備
集

団
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、
古
市
晃
氏
が
改
め
て
明
ら
か
に
し
て

い
る
。『
古
事
記
』
中
巻
で
は
大
吉
備
津
日
子
と
若
建
吉
備
津
日
子
が
「
針

間
の
氷
河
」（
加
古
川
）
で
祭
祀
用
の
土
器
で
あ
る
忌
瓮
を
据
え
て
吉
備

を
言
向
け
た
と
あ
り
、
古
市
氏
は
こ
の
記
事
を
挙
げ
て
加
古
川
が
倭
王
権

と
吉
備
勢
力
と
の
境
界
で
あ
っ
た
時
期
の
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た）

（（
（

。
こ
の

ほ
か
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
五
月
に
播
磨
守
が
取
り
次
い
で
、
吉
備

都
彦
を
祖
と
す
る
賀
古
郡
の
人
・
馬
養
造
人
上
が
居
地
に
よ
り
印
南
朝
臣

へ
の
改
氏
姓
を
請
う
て
い
る
記
事
（『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
五
月

庚
戌
〈
二
十
日
〉
条
）
も
、
奈
良
時
代
に
あ
っ
て
さ
え
続
く
播
磨
の
印
南

と
吉
備
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
播
磨
の
印
南
地
域
が
吉
備
勢
力
と
の
境
界
・
緩
衝
で
あ
る

以
上
、
こ
の
地
で
景
行
天
皇
が
播
磨
の
女
性
に
求
婚
す
る
こ
と
に
意
味
が

あ
る
。

　

求
婚
さ
れ
た
女
性
が
す
ぐ
に
は
許
諾
せ
ず
、
最
初
は
拒
否
し
て
逃
れ
る

の
は
説
話
の
典
型
で
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
の
頭
注
の

よ
う
に
、
こ
れ
は
上
代
の
習
俗
と
み
る
解
説
も
あ
る
。
し
か
し
景
行
天
皇

と
印
南
別
嬢
の
事
例
は
、
畿
内
勢
力
と
の
境
界
に
あ
た
る
加
古
川
で
の
妻

問
い
で
あ
る
点
が
特
別
で
あ
る
。
加
古
川
水
系
は
播
磨
の
動
脈
と
で
も
い

う
べ
き
内
陸
の
河
川
交
通
で
、
印
南
別
嬢
が
隠
れ
た
南
毗
都
麻
は
加
古
川

河
口
の
ミ
ナ
ト
（
鹿
子
水
門
・
水
児
船
瀬
）
に
近
い
三
角
州
、
褶
墓
へ
の

葬
送
で
は
そ
の
ワ
タ
リ
（
渡
河
点
）
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
日
岡
山
古
墳

群
や
五
世
紀
代
に
展
開
す
る
西
条
古
墳
群
は
交
通
の
結
節
を
扼
す
る
よ
う

な
立
地
で
、
加
古
川
の
重
要
性
を
視
野
に
入
れ
て
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
先
行
諸
説
が
一
様
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
加
古
川
の

河
口
で
成
就
し
た
妻
問
い
に
は
在
地
勢
力
の
畿
内
政
権
へ
の
服
属
と
い
っ

た
政
治
的
要
素
が
濃
厚
に
含
ま
れ
て
お
り
、
求
婚
の
拒
否
に
は
婚
姻
の
成

立
に
対
す
る
現
地
側
か
ら
の
抵
抗
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
か
か
る
意
義
を
も
つ
印
南
で
の
妻
問

い
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
播
磨
稲
日
大
郎
姫
の
立
后
と
そ
の
所
生
子
の
み

を
淡
々
と
記
す
。
印
南
別
嬢
（
播
磨
稲
日
大
郎
姫
）
の
名
が
地
名
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
地
域
色
の
濃
い
伝
承
で
あ
る
た
め
、『
日
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本
書
紀
』
で
は
妻
問
い
の
物
語
が
帝
紀
的
な
記
事
の
な
か
に
は
採
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
他
方
で
『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
印
南
別

嬢
と
景
行
と
の
婚
姻
は
記
さ
れ
て
も
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
ら
の
皇
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
い
ち
じ

る
し
い
対
照
は
、
景
行
紀
は
大
王
の
系
譜
（
帝
紀
）
を
、
風
土
記
は
播
磨

で
の
物
語
や
歌
謡
を
素
材
と
し
て
、
個
々
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し

て
い
る
。二

、
八
坂
入
媛
と
美
濃
の
泳
宮

　

景
行
天
皇
の
い
ま
ひ
と
り
の
皇
后
・
八
坂
入
媛
命
は
成
務
天
皇
の
母
で

あ
り
、
成
務
即
位
後
に
皇
太
后
に
追
尊
さ
れ
た
と
あ
る
（
成
務
天
皇
二
年

十
一
月
）。
こ
れ
は
天
皇
の
母
に
つ
い
て
記
す
『
日
本
書
紀
』
の
常
例
で

あ
り
、
播
磨
太
郎
姫
が
薨
去
し
た
年
に
皇
后
に
立
っ
た
と
す
る
記
事
（
景

行
天
皇
五
十
二
年
七
月
）
も
、
成
務
天
皇
の
母
で
あ
る
が
ゆ
え
の
記
載
で

あ
る
。『
古
事
記
』
に
よ
る
景
行
天
皇
の
后
妃
記
事
に
は
キ
サ
キ
の
身
位

が
な
く
、
針
間
之
伊
那
毗
能
大
郎
女
・
八
坂
之
入
日
売
命
の
順
で
記
さ
れ

て
い
た
。

　

天
皇
の
母
で
あ
る
こ
と
を
離
れ
た
記
事
で
は
、「
伊
予
国
風
土
記
」
逸

文
の
な
か
で
「
大
帯
日
子
天
皇
と
大
后
八
坂
入
姫
命
の
二
躯
」
が
伊
予
の

温
泉
に
行
幸
し
た
こ
と
、「
高
橋
氏
文
」
逸
文
で
大
后
八
坂
媛
が
景
行
の

東
国
行
幸
に
従
っ
た
こ
と
、『
歌
経
標
式
』
に
八
坂
入
姫
が
活
目
天
皇
（
垂

仁
）
に
歌
で
答
え
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
。

　

景
行
天
皇
と
八
坂
入
媛
命
と
の
婚
姻
伝
承
は
、
景
行
紀
に
詳
細
な
記
載

が
あ
る
。

〔
日
本
書
紀
〕
景
行
天
皇
四
年
二
月

四
年
春
二
月
甲
寅
朔
甲
子
、
天
皇
幸
二

美
濃
一

。
左
右
奏
言
之
、「
茲

国
有
二

佳
人
一

、
曰
二

弟
媛
一

。
容
姿
端
正
。
八
坂
入
彦
皇
子
之
女
也
」。

天
皇
欲
二

得
為
一
レ

妃
、
幸
二

弟
媛
之
家
一

。
弟
媛
聞
二

乗
輿
車
駕
一

、
則

隠
二

竹
林
一

。
於
レ

是
、
天
皇
権
レ

令
二

弟
媛
至
一

、
而
居
二

于
泳
宮
一

〔
泳

宮
、
此
云
二

區
玖
利
能
彌
揶
一

〕。
鯉
魚
浮
レ

池
、
朝
夕
臨
視
而
戯
遊
。

時
弟
媛
、
欲
レ

見
二

其
鯉
魚
遊
一

、
而
密
来
臨
レ

池
。
天
皇
則
留
而
通
之
。

爰
弟
媛
以
為
、「
夫
婦
之
道
、
古
今
逹
則
也
。
然
於
レ

吾
而
不
レ

便
」。

則
請
二

天
皇
一

曰
、「
妾
性
不
レ

欲
二

交
接
之
道
一

。今
不
レ

勝
二

皇
命
之
威
一

、

暫
納
二

帷
幕
之
中
一

。
然
意
所
二

不
快
一

、
亦
形
姿
穢
陋
。
久
之

不
レ

堪
レ

陪
二

於
掖
庭
一

。
唯
有
二

妾
姉
一

。
名
曰
二

八
坂
入
媛
一

。
容
姿
麗

美
、
志
亦
貞
潔
。
宜
レ

納
二

後
宮
一

」。
天
皇
聴
之
、
仍
喚
二

八
坂
入

媛
一

為
レ

妃
。
生
二

七
男
六
女
一

。
…
…

是
月
、
天
皇
聞
二

美
濃
国
造
、
名
神
骨
之
女
、
兄
名
兄
遠
子
・
弟
名
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弟
遠
子
、
並
有
国
色
一

。
則
遣
大
碓
命
。
使
レ

察
二

其
婦
女
之
容
姿
一

。

時
大
碓
命
、
便
密
通
而
不
二

復
命
一

。
由
レ

是
恨
二

大
碓
命
一

。

　

こ
こ
で
も
「
容か

ほ姿
端き
ら
ぎ
ら正
し
」
と
報
じ
ら
れ
た
現
地
美
濃
の
女
性
（
弟
媛
）

は
、
最
初
は
求
婚
を
拒
否
し
て
逃
れ
、
鯉
の
泳
ぐ
池
を
き
っ
か
け
に
一
度

は
景
行
に
召
さ
れ
た
。
し
か
し
キ
サ
キ
と
し
て
仕
え
る
こ
と
は
辞
し
て
、

代
わ
り
に
薦
め
た
の
が
「
容
姿
麗よ美
し
、
志
ま
た
貞い
さ
ぎ
よ潔

し
」
と
称
え
る
姉

の
八
坂
入
媛
で
あ
っ
た
。
全
体
に
説
話
の
色
が
濃
く
、
こ
こ
か
ら
た
だ
ち

に
史
実
を
引
き
出
す
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。
ま
ず
は
景
行
紀
の
美
濃
で
の

物
語
全
体
か
ら
婚
姻
伝
承
を
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

　

美
濃
行
幸
の
記
事
は
景
行
天
皇
と
弟
媛
・
八
坂
入
媛
の
婚
姻
譚
を
中
心

と
し
、
キ
サ
キ
と
な
っ
た
八
坂
入
媛
の
子
女
が
列
挙
さ
れ
た
後
、
景
行
の

他
の
后
妃
・
子
女
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
ま
と
め
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
諸

国
の
別
の
由
来
も
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
た
。
景
行
紀
で
は
、
播
磨
稲
日
大

郎
女
所
生
子
は
別
扱
い
に
し
て
、
そ
の
他
の
后
妃
や
別
王
の
分
封
に
つ
い

て
は
、
こ
の
美
濃
で
の
婚
姻
伝
承
に
続
け
て
記
事
を
集
約
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
是
月
条
で
も
美
濃
で
の
記
事
が
続
き
、
美
濃
国
造
の
娘
で
あ
る

姉
妹
を
召
そ
う
と
し
た
も
の
の
、
派
遣
さ
れ
た
長
子
・
大
碓
命
が
姉
妹
に

通
じ
た
た
め
、
天
皇
は
大
碓
命
を
恨
ん
だ
と
の
記
載
が
加
わ
る
。
後
に
大

碓
命
は
東
征
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
懼
れ
て
逃
れ
た
た
め
、
美
濃
に
封
じ

ら
れ
た
。そ
こ
で
は「
身
毛
津
君
・
守
君
、凡
そ
二
の
族
の
始
祖
な
り
」（
景

行
天
皇
四
十
年
七
月
）
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
全
体
と
し
て

は
倭
王
権
側
と
現
地
勢
力
と
の
婚
姻
を
別
の
形
式
で
語
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

　

景
行
紀
に
記
さ
れ
た
美
濃
国
造
・
神
骨
は
、『
古
事
記
』
中
巻
で
は
「
神

大
根
王
、亦
の
名
は
八
爪
入
日
子
王
」「
神
大
根
王
は
三
野
国
の
本
巣
国
造
・

長
幡
部
連
の
祖
」（
開
化
記
）・「
三
野
国
造
の
祖
、
大
根
王
」（
景
行
記
）

と
あ
る
人
物
に
あ
た
る
。
一
方
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
国
造
本
紀
で
は
、

美
濃
の
国
造
と
し
て
額
田
国
造
・
三
野
前
国
造
・
三
野
後
国
造
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
三
野
前
国
造
の
祖
と
さ
れ
た
「
八
爪
命
」
が
記
紀

の
国
造
に
相
当
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
記
紀
と
国
造
本
紀
で
相
違
す
る
美
濃
の
国
造
の
系
譜
は
複

雑
で
、
神
骨
（
神
大
根
王
、
八
爪
命
）
と
大
碓
命
を
介
し
て
本
巣
国
造
・

身
毛
津
君
・
守
君
と
同
族
系
譜
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
の

美
濃
国
造
、
国
造
本
紀
の
「
三
野
前
国
造
」
は
中
央
か
ら
み
た
ミ
ノ
地
域

の
国
造
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
実
状
は
複
数
の
氏
族
が
い
く
つ
か
の
地

域
に
本
拠
を
有
し
て
い
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
つ
ま
り
景
行
紀
で
「
美

濃
国
造
」
と
認
識
さ
れ
た
現
地
勢
力
は
、
お
も
に
美
濃
国
の
西
部
を
本
拠

と
す
る
集
団
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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国
造
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
考
古
学
か
ら
提
示
さ
れ
る
美
濃

で
の
前
期
古
墳
の
分
布
状
況
か
ら
み
て
も
矛
盾
は
な
い
。
令
制
下
の
郡
で

い
え
ば
不
破
・
大
野
・
本
巣
と
い
っ
た
美
濃
西
部
（
西
濃
）
で
は
、
古
墳

時
代
前
期
か
ら
埴
輪
を
採
用
し
た
前
方
後
円
墳
が
築
造
さ
れ
、
副
葬
さ
れ

た
威
信
財
か
ら
み
て
も
美
濃
全
体
の
な
か
で
畿
内
の
影
響
が
強
く
浸
透
し

た
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。畿
内
と
東
国
を
結
ぶ
要
地
と
し
て
、境
界
・

障
壁
と
な
っ
た
西
美
濃
の
重
要
性
は
、
首
長
墳
と
想
定
さ
れ
る
古
墳
の
分

布
や
美
濃
国
造
の
と
り
あ
げ
ら
れ
方
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
景
行
天
皇
が
弟
媛
を
迎
え
よ
う
と
し
て
営
ん
だ
の
は
、
美
濃
の

泳
宮
と
あ
る
。
次
に
こ
の
泳
宮
を
め
ぐ
る
考
証
を
確
認
し
て
お
く
。

　

泳
宮
は
美
濃
東
部（
東
濃
）、現
在
の
可
児
市
久
々
利
が
遺
称
地
で
あ
る
。

平
安
期
の
『
和
名
類
聚
抄
』
に
掲
載
さ
れ
た
美
濃
国
可
児
郡
の
郷
名
は
、

可
児
・
曰
理
・
本
井
・
矢
集
・
他
田
で
、
ク
ク
リ
の
郷
名
は
み
え
な
い
。

し
か
し
天
武
天
皇
六
年
（
六
七
七
）
十
二
月
の
年
紀
を
も
つ
飛
鳥
池
遺
跡

出
土
の
木
簡
に
ク
ク
リ
（
久
々
利
五
十
戸
）
の
地
名
が
あ
ら
わ
れ
、
た
し

か
に
東
美
濃
の
古
代
地
名
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
萬

葉
集
』
で
も
ク
ク
リ
（
八
十
一
隣
之
宮
）
を
詠
ん
だ
雑
歌
が
あ
る
。

〔
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
〕
一
・
一
九
三
号
（
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
）

丁
丑
年
十
二
月
次
米
三
野
国
加
尓
評
久
々
利
五
十
戸
人

物
ア　

古
麻
里

 

縦
一
四
六
×
横
三
一
×
厚
さ
四
㎜ 

〇
三
一
型
式

〔
萬
葉
集
〕
巻
第
十
三
・
三
二
四
二
番

百
岐
年　

三
野
之
国
之　

高
北
之　

八
十
一
隣
之
宮
尓　

日
向
尓　

行
靡
闕
矣　

有
登
聞
而　

吾
通
道
之　

奥
十
山　

三
野
之
山　

靡
得　

人
雖
レ

跡　

如
此
依
等　

人
雖
衝　

無
レ

意
山
之　

奥
礒
山　

三
野
之

山（
も
も
き
ね　

美
濃
の
国
の　

高
北
の　

く
く
り
の
宮
に　

日
向
か

ひ
に　

行
靡
闕
矣　

あ
り
と
聞
き
て　

我
が
行
く
道
の　

奥
十
山　

美
濃
の
山　

な
び
け
と　

人
は
踏
め
ど
も　

か
く
寄
れ
と　

人
は
突

け
ど
も　

心
な
き
山
の　

奥
十
山　

美
濃
の
山
）

　

飛
鳥
池
遺
跡
出
土
の
木
簡
は
ク
ク
リ
か
ら
飛
鳥
へ
貢
進
さ
れ
た「
次
米
」

の
荷
札
で
あ
り
、
正
月
儀
礼
用
の
十
二
月
の
舂
米
に
つ
け
ら
れ
た
と
推
測

さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
萬
葉
歌
の
ほ
う
は
、
女
性
と
の
間
で
障
害
と
な
っ
て
い
る

山（
奥
十
山　

美
濃
の
山
）は
無
情
で
あ
る
と
嘆
く
も
の
で
、「
行
靡
闕
矣
」

の
訓
読
に
は
諸
説
あ
っ
て
未
だ
定
訓
が
な
い
。
伊
藤
博
氏
は
「
言
葉
づ
か

い
も
古
い
い
ろ
ど
り
が
あ
り
、
な
か
な
か
い
い
歌
だ
」
と
評
価
し
て
い
る）

（1
（

　

こ
れ
ら
景
行
紀
や
萬
葉
歌
の
旧
蹟
と
し
て
可
児
地
域
の
久
々
利
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
世
後
期
か
ら
で
、
本
居
大
平
に
学
ん
だ
千

村
仲
雄
（
一
七
八
五
─
一
八
四
六
）
が
「
美
濃
国
泳
宮
考
」
を
著
す
こ
と

で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（1
（

。
千
村
仲
雄
の
考
証
に
も
と
づ
き
、
明
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治
八
年（
一
八
七
五
）に
は
八
坂
入
媛
の
父
で
あ
る
八
坂
入
彦
命
墓
が
久
々

利
の
東
に
あ
る
大
萱
に
治
定
さ
れ
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
は
村
内

有
志
に
よ
り
行
幸
跡
と
伝
え
ら
れ
た
地
を
石
柵
で
囲
む
な
ど
の
整
備
が
進

め
ら
れ
た）

（1
（

。
地
域
の
側
か
ら
泳
宮
の
史
蹟
を
顕
彰
す
る
動
き
は
、
羽
賀
祥

二
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

久
々
利
川
に
沿
っ
て
谷
筋
が
東
西
に
広
が
り
、
南
北
を
丘
陵
で
画
さ
れ

た
久
々
利
の
地
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
航
空
写
真
か
ら
は
条
里
地
割
が
確

認
さ
れ
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
後
期
古
墳
、
と
り
わ
け

横
穴
墓
が
多
く
展
開
す
る）

（1
（

。
七
世
紀
代
の
サ
ト
（
五
十
戸
）
の
領
域
を
実

感
で
き
る
地
域
で
あ
る
。
古
代
の
ク
ク
リ
を
め
ぐ
っ
て
は
早
川
万
年
氏
の

検
討
が
あ
り
、
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
の
木
簡
を
も
採
り
あ
げ
な
が
ら
、
景
行

紀
の
泳
宮
伝
承
に
対
し
て
、
尾
張
氏
を
意
識
し
た
交
通
路
の
設
定
や
貴
人

の
求
婚
譚
と
い
っ
た
新
た
な
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
説
話
の
原
型
を

景
行
天
皇
と
い
う
倭
王
権
の
大
王
で
は
な
く
、
現
地
で
の
歌
物
語
と
理
解

す
る
視
点
は
、
記
紀
の
編
纂
と
関
わ
っ
て
、
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
の

印
南
別
嬢
と
の
比
較
の
う
え
で
も
重
要
な
提
起
で
あ
る
。そ
の
う
え
で『
日

本
書
紀
』
の
な
か
に
景
行
天
皇
と
現
地
の
女
性
と
の
婚
姻
が
採
録
さ
れ
て

い
る
意
味
は
、
や
は
り
倭
王
権
の
伸
長
を
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
美
濃
と

の
深
い
関
係
を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。成
務
天
皇（
稚

足
彦
天
皇
・
若
帯
日
子
命
）
の
名
を
負
う
部
民
・
若
帯
部
が
美
濃
に
分
布

す
る
こ
と
は
、
早
く
直
木
孝
次
郎
氏
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

1（
（

。

　

そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
泳
宮
の
伝
承
が
元
来
の
意
味
で
の
地
域
性
に
根

差
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
も
う
い
ち
ど
顧
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

泳
宮
の
伝
承
は
八
坂
入
彦
命
と
久
々
利
地
域
と
の
関
係
が
希
薄
な
点
が
気

に
な
る
。
史
蹟
の
考
証
に
熱
心
で
あ
っ
た
千
村
仲
雄
に
し
て
も
、「
美
濃

国
泳
宮
考
」
の
な
か
で
は
「
さ
て
此
命
い
か
な
る
よ
し
に
て
、
美
濃
に
居

賜
へ
り
し
に
か
知
が
た
か
れ
ど
、
美
濃
尾
張
辺
に
住
み
た
ま
ひ
け
む
事
か

た
〳
〵
よ
し
あ
り
、
う
べ
も
此
泳
わ
た
り
に
住
た
ま
ひ
け
む
か
し
」
と
述

べ
、
八
坂
入
彦
命
が
当
地
に
関
連
し
た
こ
と
の
根
拠
は
、
文
献
上
で
提
示

で
き
て
い
な
い
。

　

近
年
の
萬
葉
歌
の
研
究
で
は
、
泳
宮
を
可
児
地
域
の
久
々
利
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
、
官
人
の
往
来
・
地
方
と
中
央
の
交
流
な
ど
か
ら
当
該
歌
を

理
解
す
る
傾
向
が
あ
る）

11
（

。
し
か
し
泳
宮
や
八
坂
入
彦
命
墓
は
、
十
九
世
紀

以
来
の
考
証
に
も
と
づ
い
て
創
出
さ
れ
た
史
蹟
で
あ
る
か
ら
、
現
地
比
定

の
論
拠
に
は
な
ら
な
い）

11
（

。
む
し
ろ
泳
宮
で
の
伝
承
は
、「
泳
」
の
訓
（
ク
ヽ

ル
、
ミ
ナ
ク
ヽ
リ
、『
類
聚
名
義
抄
』
観
智
院
本　

法
上
）
に
ひ
か
れ
、

鯉
魚
を
遊
覧
し
た
宮
の
地
名
起
源
譚
と
し
て
述
作
さ
れ
た
と
み
る
ほ
う
が

穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
土
屋
文
明
氏
が
い
っ
た
ん
久
々

利
を
離
れ
て
萬
葉
歌
の
地
名
考
証
を
行
っ
た
こ
と
は
再
評
価
す
べ
き
作
業

で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
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土
屋
氏
は
萬
葉
歌
が
景
行
紀
と
関
連
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
う
え
で
、

ク
ク
リ
の
名
義
（
湧
水
）
や
美
濃
か
ら
尾
張
へ
の
交
通
路
を
論
拠
と
し
、

「
泳
宮
」
は
西
美
濃
、
そ
れ
も
近
江
に
近
い
不
破
も
し
く
は
安
八
地
域
と

し
て
想
定
し
て
い
る
。
先
に
ふ
れ
た
景
行
紀
の
「
美
濃
国
造
」
が
不
破
・

大
野
・
本
巣
な
ど
美
濃
西
部
（
西
濃
）
を
拠
点
と
し
た
こ
と
、
首
長
墳
と

想
定
さ
れ
る
古
墳
が
美
濃
全
体
で
は
西
濃
で
卓
越
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、
景
行
天
皇
が
行
幸
し
た
「
泳
宮
」
を
東
濃
で
考
え
る
通

説
は
、
な
お
検
討
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

美
濃
は
畿
内
か
ら
信
濃
へ
と
続
く
交
通
路
に
お
い
て
、
最
初
の
東
国
と

い
え
る
地
域
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
倭
王
権
が
畿
内
か
ら
拡
大
す
る
際

に
最
初
に
接
す
る
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
た
と
え
ば
垂
仁
朝
と
し
て
語

ら
れ
た
倭
姫
命
の
巡
行
で
は
、
神
宮
の
鎮
座
ま
で
に
大
和
か
ら
近
江
・
美

濃
・
伊
勢
を
経
て
い
る
（
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
三
月
）。
東
海
地
域
は
あ

る
段
階
で
の
倭
王
権
の
東
縁
で
あ
り
、
倭
姫
命
の
巡
行
伝
承
の
な
か
に
美

濃
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
九
世
紀
の
「
皇
太
神

宮
儀
式
帳
」
で
は
、
倭
姫
命
は
「
淡
海
坂
田
宮
」
か
ら
「
美
濃
伊
久
良
賀

宮
」
に
至
っ
た
と
あ
り
、
南
下
し
て
伊
勢
へ
入
る
ま
で
は
、
近
江
か
ら
西

美
濃
へ
と
続
く
後
代
の
東
山
道
の
経
路
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　

景
行
と
八
坂
入
媛
の
間
に
生
ま
れ
た
子
女
の
ひ
と
り
稚
足
彦
は
次
代
に

成
務
天
皇
と
し
て
即
位
し
、
そ
の
宮
は
近
江
の
「
高
穴
穂
宮
」（
景
行
紀
）・

「
志
賀
高
穴
穂
宮
」（
成
務
記
）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
『
古
事
記
』
と

は
異
な
っ
て
、
景
行
紀
で
は
、
八
坂
入
媛
が
景
行
天
皇
の
キ
サ
キ
と
な
っ

た
物
語
を
詳
し
く
採
録
し
、
な
お
か
つ
播
磨
稲
日
太
郎
姫
が
薨
去
し
た
年

に
代
わ
っ
て
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
の
で
あ
ろ
う
。　

三
、
国
内
統
合
の
過
程
と
し
て
の
婚
姻
伝
承

　

以
上
、
景
行
天
皇
の
ふ
た
り
の
皇
后
を
め
ぐ
っ
て
、
播
磨
・
美
濃
で
の

婚
姻
伝
承
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
残
さ
れ
る
問
題
は
、
景
行
の
妃
と

な
り
、
後
に
皇
后
に
立
つ
八
坂
入
媛
が
、
系
譜
で
は
崇
神
天
皇
皇
子
・
八

坂
入
彦
の
女
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

八
坂
入
彦
の
女
が
美
濃
に
居
た
こ
と
の
背
景
に
つ
い
て
記
紀
に
記
述
は

な
い
も
の
の
、
八
坂
入
彦
は
崇
神
と
尾
張
大
海
媛
（
記
は
「
尾
張
連
の
祖
、

意
富
阿
麻
比
売
」）
の
間
に
生
ま
れ
た
王
族
と
あ
り
、
系
譜
上
は
東
海
地

域
と
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
単
純
に
現
地
勢
力
の
女
性
が
倭

王
権
の
大
王
と
婚
姻
を
結
ん
だ
の
で
は
な
く
、
前
代
に
派
遣
さ
れ
土
着
し

た
王
族
が
倭
王
権
の
大
王
と
婚
姻
を
結
ぶ
の
が
泳
宮
で
の
求
婚
な
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
は
い
ま
ひ
と
り
の
皇
后
・
播
磨
稲
日
大
郎
女
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
播
磨
稲
日
大
郎
女
の
出
自
に
つ
い
て
明
記
が
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な
い
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
で
は
若
建
吉
備
津
日
子
の
女
、

『
播
磨
国
風
土
記
』
で
あ
れ
ば
倭
王
権
か
ら
派
遣
さ
れ
た
丸
部
臣
ら
の
始

祖
・
比
古
汝
茅
が
現
地
勢
力
の
吉
備
比
売
と
の
間
に
儲
け
た
の
が
印
南
別

嬢
と
さ
れ
て
い
る
。
景
行
紀
の
婚
姻
伝
承
は
、
派
遣
さ
れ
た
王
族
将
軍
と

現
地
勢
力
と
の
間
に
女
性
が
生
ま
れ
、
そ
の
女
性
を
倭
王
権
の
大
王
が
娶

る
こ
と
で
、
畿
内
周
縁
地
域
の
平
定
が
完
結
す
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の

な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
は
、
風
土
記
や
萬
葉
歌
と
の
関
連

が
深
く
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
素
材
か
ら
い
え
ば
、「
旧
辞
」
と
よ
ば
れ

る
物
語
や
歌
謡
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
天
武
朝
に
行
わ
れ
た
能
歌

の
男
女
を
貢
上
さ
せ
た
次
の
よ
う
な
記
事
は
、
播
磨
や
美
濃
で
の
婚
姻
伝

承
の
来
歴
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
日
本
書
紀
〕
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
二
月

二
月
乙
亥
朔
癸
未
、
勅
二

大
倭
・
河
内
・
摂
津
・
山
背
・
播
磨
・
淡
路
・

丹
波
・
但
馬
・
近
江
・
若
狭
・
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
等
国
一

曰
、

「
選
二

所
部
百
姓
之
能
歌
男
女
、
及
侏
儒
・
伎
人
一

而
貢
上
」。

　

能
歌
と
侏
儒
・
伎
人
を
中
央
に
集
め
た
意
味
は
、
地
方
の
国く

に
ぶ
り風

を
採
用

し
て
国
家
的
儀
礼
の
整
備
を
は
か
っ
た
と
み
る
も
の
、
部
民
を
廃
止
し
た

こ
と
に
よ
る
音
楽
芸
能
の
伝
習
維
持
を
意
図
し
た
も
の
な
ど
と
み
る
説
が

あ
る）

11
（

。
さ
ら
に
天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
五
）
九
月
に
は
歌
男
・
歌
女
・

笛
吹
ら
に
対
し
て
、自
分
の
子
孫
へ
の
歌
笛
の
伝
習
を
命
じ
る
詔
が
あ
る
。

天
武
天
皇
四
年
か
ら
十
四
年
の
間
に
は
、
帝
紀
と
上
古
の
諸
事
の
記
定
が

命
じ
ら
れ
（
天
武
天
皇
十
年
三
月
）、
や
が
て
『
日
本
書
紀
』
と
な
る
歴

史
書
の
編
纂
事
業
が
本
格
化
し
て
い
た
。
同
じ
時
期
の
宮
廷
で
は
地
方
の

歌
（
歌
謡
・
歌
舞
）
の
収
集
・
伝
習
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
と
き
対
象
と
さ
れ
た
地
方
は
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
東
西
に
広
が
っ

た
あ
る
段
階
ま
で
の
倭
王
権
の
領
域
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。西
は
播
磨
、

東
は
美
濃
ま
で
を
範
囲
と
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
範
囲

は
奈
良
時
代
の
天
皇
が
行
幸
し
た
西
限
・
東
限
で
も
あ
る）

11
（

。

　

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
景
行
紀
の
二
人
の
皇
后
を
め
ぐ
る
婚
姻
伝
承
が

ど
れ
ほ
ど
史
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
不
明
な
部
分
が
多
く
、
播
磨
で
の
若

建
吉
備
津
日
子
、
美
濃
で
の
八
坂
入
彦
に
あ
た
る
人
物
、
も
っ
と
い
え
ば

四
道
将
軍
の
一
人
で
あ
る
大
彦
命
に
擬
せ
ら
れ
る
現
地
勢
力
の
始
祖
が
、

は
た
し
て
ほ
ん
と
う
に
倭
王
権
か
ら
派
遣
さ
れ
た
王
族
将
軍
で
あ
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
現
地
勢
力
が
王
族
将
軍
を
通
じ
て
王
統
譜
に
接
続
す
る
系

譜
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
か
、
研
究
者
に
よ
っ
て
意
見
は
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
す
く
な
く
と
も
五
世
紀
の
段
階
で
は
埼
玉
・
稲
荷
山
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古
墳
出
土
鉄
剣
の
銘
文
に
み
え
た
「
意
冨
比
垝
」
の
よ
う
に
、
記
紀
に
み

え
る
王
族
に
掛
け
る
系
譜
が
機
能
し
て
い
た
。
そ
し
て
文
献
に
よ
る
史
書

記
録
を
ま
と
め
た
奈
良
時
代
の
人
び
と
は
、
国
土
統
合
の
内
実
は
、
倭
王

武
が
中
国
王
朝
に
訴
え
た
よ
う
な
武
力
に
よ
る
平
定
と
と
も
に
、
記
紀
や

風
土
記
に
記
さ
れ
た
婚
姻
に
よ
る
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
冒
頭
で
ふ
れ
て
お
い
た
景
行
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て

も
、
婚
姻
記
事
の
面
か
ら
若
干
の
言
及
を
し
て
お
き
た
い
。

　

近
年
の
文
学
研
究
か
ら
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
分
析
で
は
、
た
と
え

ば
小
野
諒
巳
氏
に
よ
っ
て
相
武
で
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
、
尾
張
で
の
ミ

ヤ
ズ
ヒ
メ
と
の
記
歌
謡
を
注
視
し
、
遠
来
の
尊
貴
者
と
土
地
の
女
性
と
の

物
語
に
国
土
平
定
の
特
質
を
み
る
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
小
野

氏
の
考
察
に
対
し
て
は
、
折
口
信
夫
の
説
を
参
照
し
、
王
の
色
好
み
と
支

配
の
問
題
を
一
層
掘
り
下
げ
る
必
要
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
議

論
は
景
行
紀
の
婚
姻
伝
承
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
視
点
と
考
え

る
。
景
行
天
皇
と
皇
后
と
な
る
女
性
と
の
婚
姻
は
、
地
域
の
併
合
・
征
服

に
は
軍
事
的
な
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
婚
姻
を
通
じ
た
統
合
が
あ
り
え
た

こ
と
を
展
望
し
た
折
口
信
夫
の
説
明
が
最
も
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
の
こ
と
は
景
行
の
后
妃
記
事
を
日
本
武
尊
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と

日本武尊の妃・子女

后妃 子女

両道入姫皇女 稲依別王 〔犬上君・武部君の始祖〕
足仲彦天皇【仲哀天皇】
布忍入姫命
稚武王

吉備穴戸武媛（吉備武彦の女） 武卵王 〔讃岐の綾君の祖〕
十城別王 〔伊予の別君の祖〕

弟橘媛（穂積氏忍山宿祢の女） 稚武彦王

景行天皇五十一年八月

宮簀媛（尾張氏）

景行天皇四十年是歳
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で
、
一
段
と
明
瞭
に
な
る
。
年
三
十
で
薨
じ
た
と
さ
れ
る
日
本
武
尊
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
キ
サ
キ
の
数
は
一
百
六
歳
で
崩
じ
た
と
伝
え
る
景
行
天
皇

に
比
べ
る
と
小
規
模
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
東
国
の
尾
張
に
あ
っ
て
は
、

現
地
の
国
造
で
も
あ
る
尾
張
氏
の
宮
簀
媛
を
娶
っ
て
い
る
。
西
国
で
は
吉

備
穴
戸
武
媛
を
娶
り
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
王
族
は
讃
岐
・
伊
予
の
現

地
勢
力
の
始
祖
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

　

吉
備
穴
戸
武
媛
は
日
本
武
尊
の
征
討
に
従
っ
た
吉
備
武
彦
の
女
と
さ
れ

て
お
り
、
名
前
の
「
穴
戸
」
は
熊
襲
国
か
ら
倭
へ
の
帰
還
の
際
に
日
本
武

尊
が
悪
ぶ
る
神
を
殺
し
た
「
穴
海
」、
の
ち
の
備
後
穴
国
造
や
備
後
国
安

那
郡
と
な
る
地
域
の
名
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
日
本
武
尊
は
東
国
・
西

国
の
現
地
勢
力
と
の
婚
姻
を
通
じ
て
、
征
討
を
果
た
し
て
い
っ
た
と
読
み

取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

　

は
じ
め
に
津
田
左
右
吉
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
よ
る
国
内
平
定
と
景
行
天

皇
の
巡
幸
は
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
と
分
析
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
小
稿

で
は
景
行
天
皇
の
二
人
の
皇
后
を
中
心
に
播
磨
・
美
濃
で
の
婚
姻
伝
承
を

検
討
し
て
き
た
。
景
行
紀
に
お
い
て
語
ら
れ
る
国
内
平
定
の
物
語
は
、
日

本
武
尊
に
よ
る
軍
事
力
で
の
征
服
・
景
行
天
皇
に
よ
る
現
地
の
巡
幸
が
対

に
な
っ
て
い
る
と
み
る
の
が
津
田
の
理
解
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
も
う
ひ

と
つ
、
婚
姻
を
通
じ
た
倭
王
権
と
現
地
勢
力
と
の
結
び
つ
き
を
加
え
て
、

景
行
紀
で
は
征
討
・
巡
幸
・
婚
姻
三
つ
の
要
素
か
ら
倭
王
権
の
伸
長
が
描

か
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

　

風
土
記
の
よ
う
な
地
域
の
な
か
で
語
ら
れ
た
播
磨
の
皇
后
、
萬
葉
歌
と

も
関
連
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
地
名
と
関
わ
っ
て
説
話
が
語
り
だ
さ
れ

た
美
濃
の
皇
后
、
そ
れ
ぞ
れ
の
求
婚
を
通
し
て
、
初
期
倭
王
権
の
大
王
系

譜
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
規
模
こ
そ
違
え
、
景

行
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
父
子
は
、
婚
姻
伝
承
か
ら
も
東
西
へ
の
拡
大
を
反

映
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
単
に
文
献
の
う
え
で
の
述
作
と
退
け
る
こ
と
は

た
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
播
磨
で
の
吉
備
勢
力
や
美
濃
で
の
国
造
と

い
っ
た
地
域
史
の
中
で
注
目
す
べ
き
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
文
献
史
料
の
記
述
が
現
地
で
の
歴
史
意
識
に
は
た
ら
き
か
け
、
新

た
に
史
蹟
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ら

の
婚
姻
伝
承
の
な
か
か
ら
、
倭
王
権
の
大
王
と
現
地
勢
力
と
の
接
触
と
い

う
歴
史
的
事
実
を
引
き
出
す
こ
と
は
徒
労
で
は
な
い
と
考
え
る
。
諸
賢
の

ご
批
正
を
乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
１
） 
上
田
正
昭
「
王
族
将
軍
の
性
格
」『
日
本
古
代
国
家
論
究
』（
塙
書
房
、
一
九
六
八
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年
）、
一
九
五
九
年
初
出
、
上
田
正
昭
『
日
本
武
尊
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇

年
）

（
２
） 

石
母
田
正
「
古
代
貴
族
の
英
雄
時
代
─
『
古
事
記
』
の
一
考
察
─
」『
神
話
と
文
学
』

（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
九
四
八
年
初
出
。

（
３
） 

吉
井
巌
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』（
学
生
社
、
一
九
七
七
年
）。
こ
の
ほ
か
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
伝
承
の
記
紀
で
の
比
較
は
、
特
別
展
図
録
『
葛
城
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
白
鳥
伝
説

─
古
代
人
が
の
こ
し
た
鳥
の
造
形
─
』（
葛
城
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
四
年
）

の
整
理
が
簡
明
で
あ
る
。

（
４
） 

仁
藤
敦
史
「
相
武
の
焼
津
と
駿
河
の
焼
津
」、
仁
藤
敦
史
編
『
歴
史
と
文
学
の
間
』

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
荊
木
美
行
「
景
行
天
皇
朝
の
征
討

伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」『
萬
葉
集
研
究
』
三
七
、二
〇
一
七
年

（
５
） 

津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
八
年
）

一
七
六
、二
二
四
頁
。

（
６
） 

櫃
本
誠
一
「
播
磨
国
風
土
記
に
み
え
る
「
褶
墓
」
の
墳
形
─
陵
墓
研
究
の
一
事
例

と
し
て
─
」『
前
方
後
円
墳
・
墳
丘
構
造
の
研
究
』（
学
生
社
、
二
〇
〇
一
年
）、

一
九
九
四
年
初
出
、
清
喜
裕
二
・
横
田
真
吾
「
景
行
天
皇
皇
后
播
磨
稲
日
大
郎
姫

命　

日
岡
陵
の
墳
丘
外
形
調
査
」『
書
陵
部
紀
要
』
陵
墓
篇
六
三
、二
〇
一
一
年
、

岸
本
道
昭『
古
墳
が
語
る
播
磨
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
三
年
）、

参
照
。

（
７
） 

梅
宮
熊
吉
編
『
庭
山
武
正
翁
遺
稿
』（
庭
山
武
正
翁
遺
稿
出
版
事
務
所
、

一
九
二
九
年
）

（
８
） 

長
山
泰
孝
「
播
磨
国
風
土
記
と
天
皇
系
譜
」、
亀
田
隆
之
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
律

令
制
社
会
の
成
立
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）、
高
橋
明
裕
「『
播

磨
国
風
土
記
』
か
ら
み
た
東
播
・
西
摂
地
域
と
交
通
─
印
南
野
の
歴
史
的
位
置
─
」

『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要
』
一
、二
〇
一
六
年
三
月
。
景
行
天
皇
の
時
代
と

し
て
語
ら
れ
た
食
膳
奉
仕
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
前
之
園
亮
一
「
淡
水
門
と
景
行

記
食
膳
奉
仕
伝
承
と
国
造
」（
黛
弘
道
編
『
古
代
王
権
と
祭
儀
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
〇
年
）
を
参
照

（
９
） 

倭
王
権
と
日
向
に
つ
い
て
は
、
塚
口
義
信
「
五
世
紀
の
ヤ
マ
ト
政
権
と
日
向
」『
古

文
化
談
叢
』六
六
、二
〇
一
一
年
九
月
、平
林
章
仁『「
日
の
御
子
」の
古
代
史
』（
塙

書
房
、
二
〇
一
五
年
）
参
照

（
10
） 

横
田
健
一
「
大
化
前
代
の
播
磨
」『
日
本
古
代
神
話
と
氏
族
伝
承
』（
塙
書
房
、

一
九
八
二
年
）、
一
九
五
九
年
初
出
、
今
津
勝
紀
「
古
代
播
磨
の
「
息
長
」
伝
承

を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
史
研
究
』
五
〇
〇
、二
〇
〇
四
年
四
月
、
古
市
晃
「
吉
備
と

播
磨
─
国
境
確
定
の
意
味
─
」、坂
江
渉
編『
風
土
記
か
ら
み
る
古
代
の
播
磨
』（
神

戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）、
古
市
晃
「
古
代
播
磨
の
地
域
社

会
構
造
─
播
磨
国
風
土
記
を
中
心
に
─
」『
国
家
形
成
期
の
王
宮
と
地
域
社
会
』（
塙

書
房
、
二
〇
一
九
年
）、
二
〇
一
四
年
初
出
、
高
橋
明
裕
「『
播
磨
国
風
土
記
』
印

南
別
嬢
伝
承
か
ら
み
た
印
南
野
」『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要
』
五
、二
〇
二
〇

年
三
月

（
11
） 

古
市
氏
前
掲
注
10
論
文

（
12
） 

早
川
万
年
「
美
濃
と
飛
騨
の
国
造
」、
八
賀
晋
編
『
美
濃
・
飛
騨
の
古
墳
と
そ
の

社
会
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
鈴
木
正
信
編
「
国
造
関
係
史
料
集
」、
篠
川
賢
・

大
川
原
竜
一
・
鈴
木
正
信
編
著
『
国
造
性
の
研
究
─
史
料
編
・
論
考
編
─
』（
八

木
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照

（
13
） 

中
井
正
幸
「
前
期
古
墳
か
ら
中
期
古
墳
へ
」、
八
賀
晋
編
『
美
濃
・
飛
騨
の
古
墳

と
そ
の
社
会
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
中
井
正
幸
『
昼
飯
大
塚
古
墳
』（
同

成
社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
14
） 

吉
川
真
司
「
税
の
貢
進
」『
文
字
と
古
代
日
本
３　

流
通
と
文
字
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
年
）、
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
一
』
飛
鳥
池
・
山
田

寺
木
簡　

解
説
（
二
〇
〇
七
年
）

（
15
） 
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
七
（
集
英
社
、
一
九
九
七
年
）

（
16
） 

千
村
仲
雄
「
美
濃
国
泳
宮
考
」
は
、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
所
蔵
本
の
翻

刻
が
『
可
児
市
史
』
第
五
巻　

資
料
編　

古
代
・
中
世
・
近
世
（
可
児
市
、
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二
〇
〇
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） 
阿
部
栄
之
助
「
景
行
天
皇
泳
行
宮
址
」『
岐
阜
県
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報

告
書
』
二
（
岐
阜
県
内
務
部
、
一
九
二
五
年
）

（
18
） 

羽
賀
祥
二
「
美
濃
に
お
け
る
古
代
伝
説
と
遺
蹟
─
泳
宮
と
喪
山
に
つ
い
て
─
」『
史

蹟
論　

19
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
）、
一
九
九
七
年
初
出
。

（
19
） 『
可
児
市
史
』
第
一
巻　

通
史
編　

考
古
・
文
化
財
（
可
児
市
、
二
〇
〇
五
年
）

（
20
） 

早
川
万
年
「
古
代
の
可
児
─
「
久
々
利
」
関
係
史
料
の
検
討
を
中
心
に
─
」『
岐

阜
県
歴
史
資
料
館
報
』
三
〇
、二
〇
〇
七
年
二
月
。
尾
張
氏
集
団
に
つ
い
て
は
、

加
藤
健
吉
「
尾
張
氏
・
尾
張
国
造
と
尾
張
地
域
の
豪
族
」『
日
本
古
代
の
豪
族
と

渡
来
人
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
八
年
）、
二
〇
一
三
年
初
出
、
中
司
照
世
「
尾
張
の

前
期
盟
主
墳
と
尾
張
氏
伝
承
─
前
期
盟
主
墳
の
新
た
な
調
査
成
果
に
関
連
し
て

─
」『
塚
口
義
信
博
士
古
稀
記
念　

日
本
古
代
学
論
叢
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六

年
）
参
照
。

（
21
） 

直
木
孝
次
郎
「
若
帯
日
子
と
若
帯
部
」『
続
日
本
紀
研
究
』
二
一
、一
九
五
五
年
九

月
、
直
木
孝
次
郎
「
大
化
前
代
に
お
け
る
美
濃
に
つ
い
て
」『
日
本
古
代
の
氏
族

と
天
皇
』（
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）、
一
九
五
九
年
初
出
、
田
中
卓
「
不
破
の
関

を
め
ぐ
る
古
代
氏
族
の
動
向
」『
田
中
卓
著
作
集
』
５
（
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
五
年
）、
一
九
五
八
年
初
出
、
野
村
忠
夫
・
長
瀬
仁
『
古
代
の
美
濃
』（
教

育
社
歴
史
新
書
、
一
九
八
〇
年
）

（
22
） 

廣
川
晶
輝
「『
万
葉
集
』
巻
十
三
・
三
二
四
二
番
歌
に
つ
い
て　
「
久
々
利
」
と
記

す
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
木
簡
と
関
連
さ
せ
て
」『
甲
南
大
学
紀
要
』
文
学
編
、

一
六
二
、二
〇
一
二
年
三
月
、
佐
藤
隆
「
万
葉
集
巻
十
三
「
久
々
利
の
宮
」
歌
成

立
の
背
景
─
東
山
道
美
濃
国
可
児
駅
と
久
々
利
の
特
色
を
中
心
に
─
」『
中
京
大

学
文
学
会
論
叢
』
三
、二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
23
） 

羽
賀
氏
前
掲
注
18
論
文

（
24
） 

土
屋
文
明
「
く
く
り
の
宮
」『
続
萬
葉
紀
行
』（
養
徳
社
、
一
九
四
六
年
）。
土
屋

文
明
『
萬
葉
集
私
注
』
七
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
で
も
再
説
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、
松
田
好
夫
「「
奥
十
山
、
三
野
之
山
」
考
」（『
万
葉
研

究
新
見
と
実
証
』
桜
楓
社
、
一
九
六
八
年
、
一
九
五
七
年
初
出
）
を
参
照

（
25
） 

林
家
辰
三
郎
『
中
世
藝
能
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）、
荻
美
津
夫

「
音
楽
と
舞
」、『
列
島
の
古
代
史
─
─
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
５　

専
門
技
能
と
技

術
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。
横
田
健
一
氏
は
、
景
行
紀
は
神
武
紀
と
同
じ

筆
録
者
で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
、「
天
武
朝
も
し
く
は
文
武
朝
」
に
筆
録
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
横
田
健
一
「
神
武
紀
と
景
行
紀
と
の
比
較
の
問
題

─
と
く
に
用
語
と
文
体
に
つ
い
て
─
」『
日
本
書
紀
成
立
論
序
説
』（
塙
書
房
、

一
九
八
四
年
）、
一
九
七
〇
年
初
出

（
26
） 

早
川
万
年
「
元
正
天
皇
の
美
濃
行
幸
を
め
ぐ
っ
て
」『
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
報
』

二
〇
、一
九
九
七
年
二
月
、
仁
藤
智
子
「
古
代
行
幸
の
変
遷
」、『
平
安
初
期
の
王

権
と
官
僚
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
廣
岡
義
隆
『
行
幸
宴
歌
論
』（
和

泉
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
栄
原
永
遠
男
「
聖
武
天
皇
の
印
南
野
行
幸
と
難
波
宮

の
造
営
」『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
三
、二
〇
一
五
年
二
月
、
仁
藤
敦
史

「
美
濃
行
幸
と
養
老
改
元
─
変
若
水
の
滝
と
醴
泉
の
伝
承
─
」『
美
夫
君
志
』

九
三
、二
〇
一
六
年
十
二
月
。
古
墳
の
動
向
か
ら
畿
内
の
外
縁
地
域
に
注
目
し
た

研
究
で
は
、
高
橋
克
壽
「
播
磨
の
大
型
古
墳
と
畿
内
政
権
」『
第
12
回
播
磨
考
古

学
研
究
集
会
の
記
録　

大
型
古
墳
か
ら
み
た
播
磨
』（
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

（
27
） 

荊
木
美
行
「「
四
道
将
軍
伝
承
」
再
論
─
王
族
将
軍
派
遣
の
虚
と
実
─
」『
皇
學
館

論
叢
』
五
二
─
六
、二
〇
一
九
年
一
二
月
、
関
根
淳
『
六
国
史
以
前　

日
本
書
紀

へ
の
道
の
り
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

（
28
） 

小
野
諒
巳
「
弟
橘
比
売
命
入
水
条
の
表
現
─
象
徴
化
の
方
法
─
」
二
〇
一
五
年
初

出
、
同
「
月
立
問
答
歌
の
敬
語
表
現
─
男
女
唱
和
の
視
点
か
ら
─
」、
と
も
に
『
倭

建
命
物
語
論　

古
事
記
の
抒
情
表
現
』（
花
鳥
社
、
二
〇
一
九
年
）
収
録

（
29
） 
津
田
博
幸「
書
評　

小
野
諒
巳
著『
倭
建
命
物
語
論　

古
事
記
の
抒
情
表
現
』」『
日

本
文
学
』
七
九
八
、二
〇
一
九
年
一
二
月
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（
30
） 

折
口
信
夫
「
国
文
学
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
四
巻
（
中
央
公
論
社
、

一
九
五
五
年
）。「
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
古
代
に
は
古
代
と
し
て
の
、
国
々
の

生
活
力
の
問
題
が
あ
つ
た
。
自
分
の
国
を
栄
え
し
め
る
為
に
は
、
他
国
の
神
を
併

せ
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
神
は
、
そ
の
国
々
の
力
で
あ
り
、
神
を
失
つ
た
国

は
亡
び
る
。
だ
か
ら
国
を
併
せ
る
事
は
、
国
々
の
神
を
、
宮
廷
に
集
め
る
事
で
あ

つ
た
。
そ
の
為
の
誤
り
な
い
方
法
は
、
国
々
の
神
に
仕
へ
て
ゐ
る
最
高
の
巫
女
を

妻
と
す
る
事
で
あ
つ
た
。
巫
女
と
結
婚
し
、
巫
女
を
迎
へ
る
事
は
、
同
時
に
そ
の

国
々
の
神
を
、
宮
廷
に
迎
へ
る
事
に
な
る
。
か
う
固
く
信
じ
て
を
つ
た
古
代
で
あ

る
」


